
 

村民の防災意識の高揚及び、地域防災力の向上を図るため、 

防災士資格の取得に要する費用を補助します。 

◆ 朝日村内に住所を有する方 

◆ 自主防災組織で活動する意思のある方 

◆ 村税等の滞納がない方 

主な要件 

◆ 講座の受講料  ◆ 教材費 

◆ 防災士資格取得試験受験料 

◆ 防災士認証登録料 

対象経費 

   上限 ４万円 

 ※1 人につき１回限りとします。 

 ※支払いは後払いになります。 

補助金 

◆ 大学等の認定研修機関で研修を修了 

◆ 防災士資格取得試験に合格 

◆ 救命救急講習を修了 

防災士になるために必要な条件 

防災士を目指す方は 

こちらをご覧ください！ 

補助金の活用をご検討される方は、 

事前に役場までご相談ください！ 

 朝日村役場 総務課 総務防災係 
 電話：99-4101 FAX：99-2745 
 Mail：soumu@vill.asahi.nagano.jp 


